
放射能汚染土再利用を許さない 

私たちのパブコメ №2 

 放射能拡散に反対する会  

 

私たちも書きました。 

あなたも「放射能汚染土の再利用はやめてください！」と書いて出しましょう 

 

 

◆規制と事業が分離されない問題 ：大坂 恵里  

 

特措法では、環境大臣が、同法の施行に必要な限度において環境省職員に報告の徴収や立入検査をさ

せることができ、また、「法 41 条 1 項の環境省令で定める基準」に適合しない「処分」が行われた場合に、

措置命令を出すこともできる。環境省は、「復興再生利用」が法 41 条 1 項の「処分」に含まれるとの解釈に

立って、省令案 58 条の 4 で「復興再生利用」の基準を提示しているが、特措法と合わせて読めば、再生資

材化した福島県内除去土壌の利用・管理の責任を負う環境省を規制するのは環境省自身ということにな

る。これは、IAEA 報告書のいう「環境省は、特別措置法に基づく省令に従って、再生利用及び最終処分を

実施する前に、事業実施者と規制者の独立性を示すべきである。」（原文 31 頁、環境省仮訳 35 頁）との

結論に違背している。放射性物質の拡散につながる除去土壌の「復興再生利用」は行われるべきではな

い。しかし、もし仮に行うとするならば、 その前に、IAEA の基本安全原則（SF-1）に従って、規制機能は

事業実施機能から独立させるべきである。 

 

 

 

◆公聴会を開催すべきである：高野 聡  

 

〇この意見募集に関する資料の示し方が非常に不親切でわかりにくい。それを補うための公聴会を全国

的にたくさん開催すべきである。 

 

この省令案の意見募集に関する資料が HP 上に示されている。しかし意見募集の対象となる「命令など

の案」の 8 つすべてが、なぜか縦書きの資料を横書きにして表示していて非常に見づらい。また資料の

PDF をダウンロードして検索しても、2 文字以上は検索に引っかからないようにできており、これも非常



に不親切である。HP 上に示される「関連資料」についても、クリックしても関連の審議会 HP に移動する

だけであり、特にどれが関連資料なのかわかりづらい。このような不親切な作りにしているのは、環境省

が反対の意見が多く寄せられることを恐れて、意見を出しづらいように意図的に行っているのではないか

という疑いを持たざるを得ないレベルである。 

 このような批判を免れたければ、パブリック・コメントだけではなく、補足的措置として公聴会を全国的に

たくさん開催し、国民からの意見を聞くべきである。そしてそこでの意見も公開し、反対意見が多ければ、

この復興再生利用を再検討すべきである。 

 

 

 

 

◆まずは放射性物質に関する環境基準の設定を：高野 聡 

 

〇放射性物質に関する環境基準が設定されていない段階では、除去土壌の復興再生利用は実施してはな

らない。 

 

「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」案で規定されている除去土壌の「復興再

生利用」は、実施してはならないと考える。なぜなら環境省が放射性物質に関する環境基準を設定してい

ないからである。環境省は環境基準について、HP（https://www.env.go.jp/kijun/）で「汚染が現在

進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、

これを維持していくことが望ましいものである」と説明している。 

 復興再生利用に用いる除去土壌の放射能濃度を、セシウム 134 と 137 の合計で 1 キログラム当たり

8000 ベクレル以下とし、その除去土壌を復興再生利用と称して使用することは、汚染が現在進行してい

ない地域を現状より悪化させることになる。放射性物質に関する環境基準を設定していない段階では、除

去土壌の復興再生利用は実施してはならない。 

 

                                                        

◆利害関係者との協議：高野 聡  

 

〇復興再生利用を強行する場合、周辺住民や市町村などの利害関係者と協議することを省令で定めるべ

きである。 

 

そもそも復興再生利用は実施してはならないと考える。一方、環境省がそれを強行するのであれば、周辺

住民や市町村などの利害関係者と十分協議することを大前提とすべきである。 



省令案の第五十八条の四の二には「復興再生利用を行う際には、除去土壌の適切な管理のため、次に掲

げる者と協議」することとし、その者を「事業実施者」と「当該復興再生利用に係る施設若しくは工作物を管

理する者又は当該復興再生利用を行う土地を管理する者」と規定している。ここには重要な利害関係者で

ある周辺住民や市町村が含まれていない。 

2024 年 9 月 10 日に IAEA（国際原子力機関）から環境省に手交された「除去土壌の再生利用等に関

する IAEA・環境省専門家会合最終報告書」においても「目指すべき線量水準は、地域住民や自治体などの

ステークホルダーと相談して決定されると認識している」と指摘されている。この指摘に従い、復興再生利

用を行う際に周辺住民や市町村と協議することを省令で規定すべきである。そして協議の上、復興再生利

用事業に対する反対の声が強い場合には、事業は実施すべきではない。 

 

 

 

 

◆事業者と規制者の分離：高野 聡 

  

〇除去土壌の適切な管理が復興再生利用の前提ならば、事業者と規制者の明確な分離がされていない現

段階では、復興再生利用を肯定することはできない。 

 

 「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」案では、復興再生利用を「再生資材化した

除去土壌を適切な管理の下で利用すること」と定義している。つまり除去土壌の適切な管理が、復興再生

利用の大前提となる。適切な管理のためには、事業者とその事業を管理・監督する規制者の明確な分離が

必須である。 

環境省内で事業実施機能と規制機能を分離するだけでは限界があることは言うまでもない。福島第一

原子力発電事故によりその限界が証明されたからこそ、経済産業省の傘下であった原⼦⼒・安全保安院が

廃⽌され、独⽴した原⼦⼒規制委員会が設置されたわけである。再生資材化した除去土壌の適切な管理

を復興再生利用の前提としながら、事業実施機能と規制機能が明確に分離されないまま、それを推進する

のは自己矛盾である。そもそも復興再生利用は実施してはならないと考えるが、それを推進しようとする

現在の省令案に照らしてみても、復興再生利用はすることはできない。 

 

 

 

  

 

 

 



 

◆改正案は撤回されるべき：青木 一政 

 

今回の省令改正・告示改正については、当然踏まえるべき手順を踏んでおらず、また IAEA 専門家会合

（要旨）でコメントされた助言等に対しても、それを担保する条件や計画が明らかでないため、改正案とし

て提出できるレベルに達していない。したがって撤回されるべきものである。理由は以下のとおり。 

（１） 環境省は本件に係る諮問を放射線審議会に諮問した、しかるにその答申が出ていない。これでは

放射線防護の技術的基準の斉一性が担保されているかどうか保証されていない。 

（２） 本件は放射能汚染対処特措法に関わるものであるが、同特措法はその附則で 3 年後に抜本的な

見直しを政府に求めている。しかるに、それがなされていない。そのような状態で法の具体的運用

や基準に関わる省令、告示を改正することは齟齬をきたす。 

（３） IAEA 専門家会合最終報告書要旨において「運用機能から独立した規制機能を持つことの重要性

を強調した。環境省はこれを認識し、事業者機能と規制機能の独立性を維持し、実証できるような

アプローチを検討している」とされているが、これがどのように担保されるのか、明らかになって

いない。 

（４） IAEA 専門家会合最終報告書要旨において「審査や認可を含む明確な規制プロセスが除去土壌の

管理されたリサイクルの成功の鍵となり、国民に安心感を与えると指摘している。環境省は将来の

プロジェクトのための認可プロセスを検討する予定である」とされているが、この点について省令

改正案、告示改正案でそれが実現されているとは読みとれないし、今後どのように実現するか、環

境省から公にされていない。 

（５） IAEA 専門家会合最終報告書要旨において「管理されたリサイクルと除去土壌および廃棄物の最

終処分の両方について、環境省は、さまざまな選択肢（たとえば、放射能濃度が高い/量が少ない

選択肢と、放射能濃度が低い/量が多い選択肢との関係）の結果とトレードオフについて、一般市

民と主要な利害関係者に明確に説明する必要があると助言した」とされているが、環境省がその

後、本件に対して一般市民に説明した実績はない。 

 

 

  

 

 

 

 

 



◆汚染土再利用に反対します：温品 淳一 

8,000 ベクレル毎キログラム以下の汚染土は放射能ではない？！ 

1．せっかく集めた汚染土を全国にバラまくなんて！ 

福島第一原発に隣接する中間貯蔵施設に集められた汚染土は「約 1,400 万立方メートル。ダンプの

往 復 206 万 回 で 運 び 込 ん だ 」 と 言 わ れ て い ま す 。

（https://www.youtube.com/watch?v=8FPWzqVRTU0）。せっかく中間貯蔵施設に集めた

汚染土を全国に運び出すなんて、こんな無駄遣いは許されません。一体、いくらかかるんでしょう？ し

かもすでに埋設されている汚染土を掘り出し、トラックに積み込み・積み下ろし、道路など工事箇所で使

用するまでの全過程で、余分な被ばくが生じます。 

中間貯蔵施設の用地買収の際、環境省は“放射能は集中管理が原則”と言って地権者を説得したと聞

いています。汚染土再利用は、集中管理の原則に反し、作業員や住民をまたもや被ばくさせるとんでも

ない無駄遣いです。 

環境省は福島第一原発事故以降、100 ミリシーベルト未満なら悪影響を受けず安全であるかのよう

に言いますが、これは誤りです。「安全な被ばく量」はないことが、ますます明らかになってきています。 

本パブコメの対象である環境省令・告示（案）は、つまるところ、”セシウム 134 と 137 の合計で

8,000 ベクレル毎キログラムを超えない汚染土を再利用すれば、作業者や住民の被ばく線量は年間 1

ミリシーベルトを超えず、被ばく防止の法規制も不要で、福島第１原発事故からの復興に役立つ”と主張

しています。 

２．年間 1 ミリシーベルトの「線量限度」未満でも、安全は保証されません。 

年間 1 ミリシーベルト被ばくを 70 年間続ければ 70 ミリシーベルトに達し、ICRP（国際放射線防護

委員会）の控えめな計算でも、がん死が 10 万人当たり 350 人も増えます。1 億人が毎年 1 ミリシーベ

ルトずつ被ばくすれば、放射線被ばくによるがん死増加は 35 万人に達する計算です。 

３．8,000 ベクレル毎キログラムでも、空間線量率は毎時 1.55 マイクロシーベルト。東京の約 40 倍も被

ばくします。 

本パブコメの｢参考資料｣とされている「除去土壌の再生利用基準（案）のポイント」8 頁には、キログラ

ムあたり 8,000 ベクレルの汚染土を再利用する場合、作業員の被ばく線量は年間 0.93 ミリシーベル

トと書かれています。ところが 11 頁からの「パラメーター」表を点検すると、0.93 ミリシーベルトは

2,080 時間の年間労働時間を 1,000 時間に抑え、厚さ 2.2 センチの鉄板で遮蔽した場合の推定値で

した。鉄板による遮蔽を除くと、空間線量率は毎時 1.55 マイクロシーベルト（0.93 ミリシーベルト

/1000 時間/遮蔽係数 0.6）。なんと、東京の空間線量率の約 40 倍です。東京にいる場合の約 40 倍

も被ばくします。 

https://www.youtube.com/watch?v=8FPWzqVRTU0）。せっかく中間貯蔵施設に集めた
https://www.youtube.com/watch?v=8FPWzqVRTU0）。せっかく中間貯蔵施設に集めた


鉄板の上に乗ったままでは盛土工事はできないので、鉄板なしで労働時間を常識的な 1,784 時間と

すると、年間の追加被ばく線量は 2.77 ミリシーベルト（0.93/0.6×1.784）に達します。年間 3 ミリ

シーベルト近いのに、環境省は 1 ミリシーベルトを超えないと言ってきたのです。毎キログラム 8,000

ベクレルを超えない汚染土を使うだけでは、年間 1 ミリシーベルトさえ保証されません。 

そもそも、放射能に関する規制を免除されるクリアランスレベルは、年間 0.01 ミリシーベルト。セシウ

ム 137 の場合、100 ベクレル毎キログラムと規定されています。8､000 ベクレル毎キログラムを安全

と称するなど、とんでもないことです。 

４．作業者の被ばく線量すら測らない 

被ばく線量は実際に測ってみなければ分かりません。労働時間や遮蔽率は日によって、作業内容によ

って、違うでしょう。ところが環境省は、汚染土再利用に従事する作業員に対して、電離則などに基づく

被ばく防護を実施しない方針であり、まともな防塵マスクさえ支給されません。除染するときは「除染電

離則」を制定したのに、全国にバラまくときはこんなことで済ませて、良いはずはありません。 

５．10,000 ベクレル毎キログラム未満のセシウム１３７は、放射能ではない？！ 

先述の｢ポイント(案)｣ 5 頁の最後には、「（キログラムあたり 8,000 ベクレルは）電離則（電離放射線

障害防止規則）等による放射線障害防止措置の適用外の放射能濃度（1 万 Bq/kg 以下）となるため、施

工や、万一の災害時等の復旧に当り、特別な防護措置を要することなく、通常の作業の範囲内で対応で

きる。」と書かれています。 

電離則第 2 条（定義等）2 項・別表 1 では、セシウム 137 の場合、1 万ベクレル以上で、かつ 10Bq/g

（＝10,000Bq/kg）を越えるものを放射性物質と定義しています。 

中間貯蔵施設で行われた道路盛土実証実験で使われた汚染土の放射性セシウムは約 18 兆ベクレル。

濃度が「10,000ベクレル毎キログラム未満」でも、18兆ベクレルもあれば、当然放射性物質として規制

されなければなりません。それなのに、電離則の放射性物質に該当しないので被ばく線量も測定しない

なんて、おかしいです。 

これは汚染土再利用の根幹に係わる問題です。規則になっているとは言え、パブコメにかける前に、

環境省はおかしいと思わなかったのでしょうか？ 今からでも、電離則を所管する厚労省と共同で納得

のいく説明をしていただきたい。 

 

また汚染土の場合、これまで述べてきた外部被ばくだけでなく、次に述べる放射性粉塵の吸入による

内部被ばくも大問題です。 

6．放射性粉塵の吸入による内部被ばく 

被ばくの中でも特に問題なのが、放射性物質を含む微粒子による内部被ばくです。汚染土再利用の過



程で、汚染土の微粒子を吸入する恐れが何度も生じます。小さな粒子を吸入すると肺の奥まで達し、な

かなか排出されず、被ばく線量が大きくなる可能性があります。内部被ばくの測定法さえ確立されてい

ないのが現状です。 

7．骨格は「放射能安全神話」のデモンストレーション 

環境省、政府にとって、汚染土再利用は「放射能安全神話」の巨大なデモンストレーションです。被ばく

被害はすぐに現れるわけではないので、高速道路のインターなど目立つところで実施すれば、「放射能は

怖くない」という宣伝に役立つでしょう。新宿御苑で実証実験しょうとしたのも同じ発想です。現政権は

原発推進にやっきになっていますが、放射能への警戒心がネックです。原発推進の鍵は、「放射能は怖く

ない」と言う「世論を醸成」し、放射能への警戒心を解除することです。                                                            

8．「復興再生利用」って、何？ 

本パブコメの対象とされている「汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」案・第 58 条の 4

に「復興再生利用（事 故 に よ る 災 害 か ら の 復 興 に 資 す る こ と を 目 的 と し て 、 再 生 資 材 化 （・・・） し 

た 除 去 土 壌 を 適 切 な 管 理 の 下 で 利 用 す る こ と （ 維 持 管 理 す る ことを含む））」と記されていま

す。 

福島県の人口は原発事故前の 2,029,000 人（2010 年）から昨年には 1,743,000 人へと 14％

も減少し、「復興」は遅々として進んでいません。避難した住民の帰還よりも、あらたな 住民の移住促進

を重点的に進めようとしているようです。 

除染も汚染土再利用も、原発メーカーやゼネコンにとっては「復興」という名の「宝の山」、ビッグ・ビジ

ネスです。中間貯蔵施設はゼネコンが受注。除染廃棄物の焼却炉は原発メーカーが受注、仮設で数年後

には解体。今回また、「耐用年数を過ぎて解体された」除去土壌再利用のための超高額の装置類が再度

建設されようとしています。解体してはまた作るのですから、ゼネコンや原発メーカーにとっては、まさ

に「打ち出の木槌」です。 

 

9．「ビッグビジネス」で稼ぐために被ばくさせられてはたまりません。 

汚染土の再利用（「復興再生利用」）に反対します。 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2025.2.4 現在 

放射能拡散に反対する会 連絡先:finnovawatch@gmail.com 


